
は じ め に 
 

この手引きは、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定介護機関のた

めに、生活保護制度等について説明したものです。 

記載は作成時点（令和８年３月）の内容を簡潔にまとめた

ものであり、変更される場合もありますので、詳細について

は大阪市福祉局保護課もしくは各区保健福祉センターまで

お問い合わせください。 


